
競技・ハンディキャップ委員会議事録 

競技・ハンディキャップ委員長  岡田 孝之 

 
日 時：令和 8年 5月 6日 14：30～16：15 

 

①   2026年度スクラッチ選手権報告 

  ●日程・・・【予選】 4月 12日（日） 予選参加者 30名 

        【決勝】 4月 19日（日）  予選通過者 16名 

（カットライン 89ストローク） 

 

  ●結果・・・【優勝】西山 英樹 様 155ストローク  

        【2位】遠藤 優太 様 157ストローク 

        【3位】木村 圭吾 様 164ストローク 

 

 

②  クラブ選手権準決勝について 

→荻野委員よりクラブ選手権の準決勝を現状の 18ホールマッチプレーから 27ホール 

マッチプレーへ変更するべきではないかという意見を受けた。 

⇒結論が出ないため、継続審議。8月の委員会に持ち越し。 

 

 

③   予選競技がある場合の組合せに変更があった場合の対応について 

→古賀委員より今回のスクラッチ選手権予選において、前日までにキャンセルが 3名 

出たことによって 1組目から 6組目までが 3名、7組目から 9組目までが 4名と 

組み合わせの人数が偏った状態になり自身が 8組目の 4名の組だった為、前の組と 

離れペナルティを気にしながらのプレーとなってしまった為、競技の予選において 

前日までにキャンセルが出た場合、組み合わせを当日変更しなるべく 1組 4名に 

するべきではないかという意見を受けた。 

また現状 3名の組が出る場合 1組目からとしているが、最終組からに変更はできない    

かという意見を受けた。 

  

 

⇒組み合わせの当日変更に関してはトラブルを防ぐ為、2 名になってしまった場合を

除いて行わないものとする。 

   3名の組が出る場合進行の為、従来通り 1組目からとする。 



   3名の組が続いた後の 4名の組の進行に関しては月例杯等を通して実際に 

ペナルティがついていないか経過を確認していく。 

    

 

④  月例杯 Aクラス参加人数について 

→月例杯 Aクラスの参加者が多く、予約が取りづらい状況である件について 

⇒5 月、6 月、7 月の月例杯 A クラスの参加人数の経過を確認し、8 月の競技委員会で

報告をする。 

必要であれば Aクラスの参加条件であるハンディキャップインデックス～14.9の 

区分の変更をし、参加人数の調整を行う。 

 

 

⑤  グランドシニア選手権について 

→前回継続審議となっていたグランドシニア選手権の予選・決勝の 2日間競技への 

変更について 

⇒事務局側でどの程度予選・決勝の 2日間競技を希望する声があるのか 5月 10日に 

開催されるグランドシニア選手権に参加されるプレイヤーから意見を聞き、事務局

内で話をまとめ報告をする。 

 

 

⑥  シニア選手権について 

【◎決定事項】 

➔ 令和 9年度シニア選手権より以下のルールで行う。 

 

●一日目：【予選 （セルフ）】 18ホールストロークプレー 予選通過者 16名。 

 

●二日目：【一回戦 （セルフ）】 18ホールマッチプレー 

・キャディを 8名揃えることが困難なためセルフプレーとする。 

・トップスタート（東コーススタート：4 組 西コーススタート：4 組）を 6：30

スタートとする。ハーフプレーを例年のクラブ選手権では 1時間 30分以内で 

回れているので、一般のお客様の予約枠を 8：30からとし、折り返し後の 

9ホールも一般のお客様がいない状況を作る。 

（パスの必要がなくなるのでセルフプレーでも問題ない） 

 

【二回戦 （キャディ付き）】 18ホールマッチプレー 

・例年のクラブ選手権同様、対戦相手が決定した 30分後に二回戦目をスタート 



する。東コースと西コースの一般のお客様に割り込んでスタートしていく。 

キャディ付きなのでパスも行う。 

 

●三日目：【準決勝 （キャディ付き）】 18ホールマッチプレー 

 

●四日目：【決勝 （キャディ付き）】 18ホールマッチプレー 

・月例杯と同日に行う。 

 

 

⑦  西コース 3番ローカルルールについて 

 →アクサレディースの申ジエの一件より松本委員から西コース 3番のカート道路に 

ボールが止まった際の左側傾斜地へのドロップ処置について再審議を行うべき 

という意見を受けた。 

【◎決定事項】 

➔ 安全性の観点から競技を含む全てのラウンドにおいて以下のローカルルールを

設ける。 

 『 西コース 3番で全てのカート道路において救済を受ける場合、カート道路 

右側へドロップし救済を受けることができる。』 

 

 

⑧  ５大競技参加資格について 

→古賀委員より 5大競技の参加資格に研修会もカウントするべきではないかという 

意見を受けた。 

⇒競技会はクラブ側が運営するもので研修会は入会された研修会会員が主体となって

運営するものの為、同じものとして扱うことはできないと確認された。 

尚且つ研修会は技術向上が目的であり競技を目的としている訳ではないこと、また

競技参加費の徴収と表彰を行っていない為、競技としては認めないものとする。 

 

 

 

※次回の競技・ハンディキャップ委員会は、2026 年 8 月 2 日（日）開催予定。 

  

以上 


